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第１回経営支援員採用資格試験 
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この試験は、群馬県下の商工会及び商工会連合会で、経営支援員として働く人を選考

する試験です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【商工会とは】 

商工会は「商工会法」に基づいて設立された公益法人です。 
 
【目的と現状】 

商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会

一般の福祉の増進に資することを目的に設置されています。 
現在は、全国で約１，６４０、群馬県で４３の商工会が設置されており、国・県・

市町村等の施策を活用して、小規模企業、中小企業の支援を実施しています。 
また、地域経済の活性化を図るため、各地域の課題に対応した様々な活動を行っ

ています。 
 
【商工会の主な２つの事業】 
①経営改善普及事業 … 事業者の経営改善 

小規模事業者の経営や技術の改善発達のために、経済産業大臣や都道府県の定

める資格を持つ経営指導員などが、経営上の様々な問題（税務・金融・労務・記帳・

経営全般等）について相談や指導に従事します。 
②地域振興事業 … 地域社会の発展  

地域の「総合経済団体」として、経済活動を通じた元気な地域づくりと商工業振

興のため、意見活動、まちづくり、社会一般の福祉の増進など、さまざまな事業に

取り組んでいます。 
 

【商工会職員の仕事】 
経営改善から地域経済振興まで幅広く活動を行っています。 
商工会職員には２つの職種があり、経営支援員採用資格試験の合格者の中から、 

まず、経営支援員として採用されます。その後、経験を積み、スキルアップを図り 
要件を満たすことで登用試験の受験資格が得られ、経営指導員になる道が開けます。 
 
 

 
経営支援員  経営指導員 

商工会運営事務全般及び小規模事業

者の記帳・税務に関する相談指導を

行います。また、経営指導員の補佐業

務を行います。 
職員数：78 名（Ｒ7.4.1 現在） 

 小規模事業者の経営の改善、成長、

安定のために、より専門的な経営の

相談指導を行います。 
 
職員数：110 名（Ｒ7.4.1 現在） 

一般公募の「経営支援員採用資格試

験」の合格者の中から採用されます。 
 「登用試験」の合格者の中から採用

されます。要件＊を満たす経営支援

員が受験できます。 
（＊：大卒者は２年以上の経験等） 

 

事務職 指導職 

知識 
経験 

 
 

自分を高め 

指導員へ！ 
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令和７年度 群馬県商工会連合会 第１回 

「経営支援員」採用資格試験 実施要領 

 

群馬県商工会連合会 

人事管理委員会 

 

 

群馬県内の商工会または群馬県商工会連合会で勤務する経営支援員の採用資格試験を

次のとおり行います。 

 

１．採用予定人員 

若干名 

 

２．採用期日・勤務地等 

（１）採用期日：令和８年４月１日採用 

（２）勤 務 地：県内商工会または商工会連合会 

（現時点での配属先は未定です。将来的には勤務地の異動があります。） 

 

３．事務職の定義 
商工会運営に関する経理、決算等の業務を行うと共に、経営指導員不在時に軽度な

経営指導を行う。税務・金融・労務・記帳・経営全般の支援業務、地域経済の振興に必

要なイベント業務等も行う。 
 

４．受験資格 

（１）次の全ての事項を満たす者 

① 高等学校卒業以上で、現在４０歳未満の方（ただし、商工会臨時職員および

商工団体職員経験者については４５歳以下とする） 

② 県内商工会または商工会連合会に勤務可能な者。その後、人事異動に対応で 

きる者。（通勤時間は原則として概ね１時間以内） 

③ ワード、エクセル等を用いた資料作成等の事務処理能力を有すること 

④ 普通自動車運転免許を所持、または、採用時に取得見込みの者 

（２）次のいずれかに該当しない者 

① 成年被後見人及び被保佐人 

② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終る日まで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

③ 本試験を受ける以前に懲戒免職の処分を受け当該処分の日から２年を経過し

ない者 
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④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した者 

⑤ 反社会的勢力と関係のある者 

 

５．試験の方法 

  試験は第３次試験までとし、第２次試験は第１次試験合格者に対して、第３次試験

は第２次試験合格者に対して行います。 

書類選考により第１次試験の受験者を決定します。 

（１）第１次試験 

   ① 職場適応性検査 

     職業生活への適応性について、職務への対応や対人関係に関連する性格傾

向の面からの試験 

  ② 教養試験 

      社会、人文及び自然に関する一般的知能並びに文章理解、判断推理、数的

推理及び資料解釈に関する一般知能の試験 

   ③ 小論文 

      当日提示されるテーマについて論述 

（２）第２次試験 

面接による人物試験（職員面接） 

（３）第３次試験 

   面接による人物試験（役員面接） 

 

６．試験日、場所及び合格発表日 

区 分 試験日 場  所 合格発表日 

第１次試験 令和７年７月１３日（日） 

群馬県商工連会館 

住所：前橋市関根町3-8-1 

電話：027-231-9779 

７月２２日 

第２次試験 
令和７年８月上旬 

（１次試験合格者に通知） 
同  上 ８月中旬 

第３次試験 
令和７年９月上旬（平日）予定 

（２次試験合格者に通知） 
同  上 ９月中旬予定 

（１）第１次試験の日程 

※ 受付時間：午前８時３０分から午前８時５０分まで 

① 職場適応性検査：午前９時００分から午前９時３０分まで 

② 教養試験   ：午前９時４０分から午前１１時４０分まで 

③ 小論文    ：正午から午後１時００分まで 
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（２）第２次試験の案内 

第１次試験の合格者に対して別にお知らせします。 

 

（３）第３次試験の案内 

第２次試験の合格者に対して別にお知らせします。 

 

（４）合格発表の方法 

第１次試験、第２次試験、第３次試験共、発表当日に次のとおりとします。 

① 合格者に書面で通知 

② 群馬県商工会連合会のホームページに受験番号を掲載 

 

７．申込手続、受付期間 

（１）申込手続 

① 履歴書を封入し、封筒表面に「経営支援員採用資格試験」と朱書して群馬県

商工会連合会組織運営課宛て送付してください。 

※履歴書（１部） 

・厚生労働省履歴書様式例等の履歴書（Ａ３サイズ）に必要事項を記入し、

写真を貼付したもの。（写真は３ケ月以内に帽子をつけずに撮影したもの） 

② 本会で受付後、採用資格試験の開催通知および受験票を送付します。受験票

に必要事項を記入、写真貼付の上、試験当日に持参してください。試験当日

に受験票が無い方は受験できません。 

③ ファクス、電子メールによる申込は受け付けません。また、申込書類は返却

しませんが、所定の手続き終了後、本会で責任をもって破棄いたします。 

 

※個人情報の取扱について 

本会は受験申込に関する個人情報を採用選考の目的に限り取得・利用し、

個人情報保護法に基づいた取り扱いをいたします。 

 

（２）書類送付・届先 

   群馬県商工会連合会 人事管理委員会 担当 組織運営課 

〒３７１-００４７  前橋市関根町三丁目８番地の１ 

（３）受付期間 

   令和７年４月２８日（月）から令和７年６月３０日（月）（必着） 

 

８．合格から採用までの経路 

（１）合格者は、採用候補者名簿に登録され、その中から採用者が決定されます。但し、

採用候補者名簿に登録された者が全て採用されるとは限りません。 

（２）採用候補者名簿の有効期間は合格日から１年間です。 
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（３）採用までに簿記３級以上の資格を取得すること（但し、採用までに簿記資格を所

有していない者は、採用後、速やかに取得することとする） 

 

９．給与及び勤務条件 

（１）給与 

大学卒初任給：２２４，３００円 

短大卒初任給：２０９，０００円 

高校卒初任給：１９２，９００円 

 

※ 大学院を卒業した人や、採用される前に民間企業などに勤務したことのある人は、

一定の基準により増額されます。また、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、

勤勉手当が支給されます。 

 

（２）勤務形態 

土曜日、日曜日、祝日は原則として休みです。（但し、祭りやイベント等で出勤す

ることがあります。）その他に有給休暇、特別休暇、育児休業等があります。 

勤務時間は午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

 

10．最近の採用実績 

   群馬大学、高崎経済大学、群馬県立女子大学、前橋国際大学、群馬大学大学院 

   國學院大學、高崎健康福祉大学、明治学院大学、東海大学、札幌学院大学 

城西大学、武蔵大学、日本大学、文教大学、明治大学、前橋産業技術専門学校 

渋川女子高校、高崎健康福祉大学高崎高校、利根商業高校 

 

11．その他 

   この試験についての問合せは、下記にご連絡ください。 

群馬県商工会連合会 組織運営課 

〒371-0047 前橋市関根町三丁目８番地の１ 電話０２７－２３１－９７７９ 

ＵＲＬ https://www.gcis.or.jp   Ｅ-mail soshiki@gcis.or.jp 
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 【藤岡市鬼石商工会】経営指導員 野田 裕太（令和２年４月採用） 

★現在の仕事内容 

地元で奮闘する個人・中小事業者の経営に関するお手伝いです。主に補助金申請相談や青

年部、工業部、法人会、労働基準協会、中建国保、ぐんま共済、商工会 HP 管理などを担当

しいています。 

★印象に残っている仕事 

配属先で自分の名前宛の問い合わせや相談が増えたこと。地域で働くうえで必要な信頼を

少しずつ得られたことが実感でき、素直に喜びと励みにつながったこ

の瞬間を、いつまでも初心として忘れずにいたいと思います。 

★メッセージ 

 経営支援と地域振興とは、そのまちに賑わいを生むための人々の生活を支えることと感じ

ます。元気な企業があって、その場所で働く人が生き生きとすることで、地域が盛り上がる、

この循環を上手く回すためのお手伝いをするなかで、皆さんの得意分野や強みを活かすこと

のできる場面が必ずあります。ぜひ、商工会から地域へ活力を生み出していきましょう！ 

 

【笠懸町商工会】経営指導員 中村 悠帆（令和３年４月採用） 

★現在の仕事内容 

記帳指導業務、青年部事務局、労働保険業務、青色申告会の運営、地域の協同組合の事務業

務などを中心に様々な業務を担当しています。 

★印象に残っている仕事 

巡回や日々の業務を通じて会員さんから相談を受けたときに「商工会に入って良かった」

「中村さんありがとう」と感謝の言葉をいただいたことが嬉しくて、印象に残っています。

日々の業務の中で積極的に支援策等の情報提供を行って相談につなげています。一度相談を

受けた会員さんからは、その後も別の相談等でお話を伺うことが多くやりがいを感じています。 
★メッセージ 

 商工会の仕事では人と関わることが多く、コミュニケーションが基本となる

ので人と話すことが好きな人は向いていると思います。地域の様々な業種の

方々とお話しできる仕事はなかなかないのでとても面白いです。また、簿記や労

務関係の知識を実際に活用して仕事を行うので、自然とスキルが身についてい

くので自分の成長にもつながっていると感じています。商工会でしか体験でき

ないようなことが沢山あるので興味を持っていただけると嬉しいです。 

 

【しぶかわ商工会】経営支援員 下田 記歌（令和４年４月採用） 

★現在の仕事内容 

女性部の事務局として、おまつり出店や研修旅行などを企画し、開催しています。また、

会員さん各々に応じた共済の提案・手続きを行っています。確定申告時期には決算書・申

告書の作成支援業務も担当しています。 

★印象に残っている仕事 

女性部事業として私が企画立案したものが、部員さんに喜んでもらえたことです。新事業

を行うのは大変でしたが、「楽しかった」という声をいただいたり、その後の事業の参加率 

が上がったりと、交流の場を作れたことが実感でき嬉し 

かったです。また、全ての仕事に共通して「ありがとう」という会員さんから

の感謝の言葉は私の励みになっています。 

★メッセージ  
 商工会の仕事は、会員さんとコミュニケーションを図りながら進めていく

業務が多いです。加えて自分で考え、提案し、実行するという主体性が求めら

れます。大変なこともありますが、それ以上のやりがいが商工会の仕事には

あります。ぜひ一緒に商工会職員として地域を盛り上げていきましょう！ 

 

先輩たちの声 


